
個人情報保護規程 

 

 

（目 的）  

第１条  

この規程は、個人情報等(「個人情報の保護に関する法律」第２条第１項及び「行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)

第２条第３項に規定する個人情報をいい、番号法第２条第８項に規定する特定個人情報を

含む。以下同じ)の 適正な取扱いに関してこの法人の役職員等が遵守すべき事項を定め、こ

れを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。  

 

（定 義）  

第２条  

この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語については、

次のとおりとする。 

 (1) 個人情報 ｢個人情報｣とは、個人情報保護法第２条第１項に規定する生存する個人に関

する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を

識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。）並びに個人識別符号が含まれるものをい

う。 

 (2) 要配慮個人情報 ｢要配慮個人情報」とは、個人情報保護法第２条第３項に規定する個

人情報であって、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被っ 

た事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱い

に特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれるものをいう。 

 

（適用範囲）  

第３条  

この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任又は在籍中に取

得・アクセスした個人情報等については、この規程に従うものとする。  

２ 法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、この法人の業務に従事する場合には、

当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。  

 

（個人情報管理責任者）  

第４条  

この法人においては、事務局長を個人情報管理責任者とする。  



２ 個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報等が外部に

漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること等がないように管理する

責を負う。 

 

（個人情報等の取得）  

第５条  

個人情報等の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって

取得してはならない。また、要配慮個人情報については、原則として法令で定める場合を除

き、事前に本人の同意を得ないで取得することができない。  

 

（個人情報等の提供）  

第６条  

法令で定める場合を除き、個人情報等は第三者に提供してはならない。  

 

 (安全管理)  

第７条  

個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理のため、個人情報等の不正アクセス、漏洩、

滅失又は毀損防止に努めるものとする。  

２ 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報等の安全管理のため、必要かつ適正な措

置を定めるものとし、当該個人情報等を取り扱う役職員等に遵守させなければならない。 

 

第８条  

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則  

この規程は、令和３年４月１８日より施行する。 


